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（事業名・地区） 
吉田川 
総合流域防災事業 
 
 
 
（事業位置） 
安来市飯島町 
    ～折坂町 
 
（事業費） 

4,519,000 千円 
 
（事業概要） 
全体延長 
L=8,030m 
築堤、掘削、護岸 
橋梁、樋門 

 
（事業主体の根拠） 
河川法第９条２項 
 
（再評価区分） 
④再評価実施後５

年経過している継

続中の事業 
 
（担当部課名） 
土木部河川課 
 

（事業採択・着手・完了予定年 
度、経過年数） 
事業採択年度: 1952(S27)年度 
用地着手年度: 1952(S27)年度 
工事着手年度: 1952(S27)年度 
完了予定年度:2028(R10)年度 
経過年数：71 年 
 
（進捗状況と今後の見込み） 
令和 5 年当初までの事業費で進捗率を記載 

進捗率： 95％ 
用 地：100％ 
工 事： 92％ 

 
令和 10 年度完了予定 

 

 

 

 

 

 

 

（事業導入の経緯・目的） 
吉田川流域は古くから水害に

悩まされ、昭和 9 年、20 年、26
年において、家屋・農地等の浸

水被害が頻発した。 
このため、洪水被害防止を目

的とした河川改修が必要になっ

た。 
 

 
（事業を取り巻く社会情勢） 

本事業区間周辺で実施されて

いた圃場整備事業も平成19年度

で完了となったが、用排水機能

の点からも吉田川は重要な役割

を担っている。 
ソフト対策として、島根県水

防情報システムにより雨量、水

位や河川カメラ映像を配信し、

防災意識の向上を図っている。 
 
 

（事業に対する地元情勢・計画

の熟度） 
現在までに約 7.0 ㎞の改修を

終え、上流部 1.0 ㎞の改修を残す

のみとなっている。 
また、安来市からは毎年改修

促進要望が提出されている。 

（費用対効果） 
ｂ／ｃ＝7.11 
 
 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減・代替案等） 
①現河川を最大限利用

する線形としており、事業

実施においても、発生残土

の有効利用等によりコス

ト縮減を図っている。 
 
 
 
 
 
 
（その他の効果） 

本事業における河積の

拡大による水害防止と共

に、圃場整備事業における

排水機場の整備と相まっ

て、当該地区の内水による

浸水被害の軽減が図られ

る。 
 

（生活環境・自然環境への影響） 
環境配慮の取組状況 
・共通配慮事項 

別添『取組シート』のとおり 
 
 
 
 
 
 

（方針案） 
継続 
 
 
 
 
 
 
 
 

（継続・中止の理由） 
現況流下能力が著

しく低く、浸水被害

の解消が図れないこ

とから、治水対策を

継続することは必要

である。 
用地買収は完了し

ており、引き続き流

下能力が著しく乏し

い上流部の改修を進

め、早期の完成を図

る。 
 
 
 
 
 
 

（事業を中止した場合の影響） 
既に計画区間の 9 割以上が完成

し、流下能力の増大が確保されてい

る。 
しかし、上流の未改修区間につい

ては、現況流下能力が著しく乏しい

ため、浸水被害が頻発する可能性が

ある。 
また、完了した当該地区の圃場整

備事業による排水計画にも支障を

生じる恐れがある。 
 
・浸水被害履歴 

S9、20、26、27、34、39、47、
56、60、62 
H7、9、23 
R3 
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事業区間 L=8,030m

写真①②

山陰道

JR山陰本線
国道9号

N

安来市役所

中海

第一中学校

第二中学校

地理院地図

吉田川 総合流域防災事業

河川概要
吉田川は、能義平野のほぼ中央を流下するもので、上流～中流部は県下有数の穀倉地帯となっており、下流部

は国道9号沿道に住宅地が形成されている。
流域では古くから水害に悩まされており、家屋・農地等の浸水被害が頻発している。
直近では令和３年に道路や農地の浸水被害が発生している。

事業概要
１．河道の拡幅・掘削により、著しく不足する流下能力を向上し、頻発する浸水被害の解消を図る。
２．上流部沿川における圃場整備事業と連携して内水による浸水被害を軽減する。

①出水状況（H23.9）

②改修状況（R5.5）

改修前 B=6.2m

改修後 B=30.1m
標準断面図

事
業
区
間

L=
8,
03

0m

N

未改修

改修済
（左岸のみ）

写真③

③出水状況（R3.7）

凡 例

改修済区間

未改修区間

想定氾濫区域

凡 例

改修済区間

未改修区間

想定氾濫区域

指定避難所  
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